
 

 

議案第９９号 

さいたま市建築等関係事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

さいたま市建築等関係事務手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

平成２１年６月１７日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

さいたま市建築等関係事務手数料条例の一部を改正する条例 

さいたま市建築等関係事務手数料条例（平成１３年さいたま市条例第７３号）の一

部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

  改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 
別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

事務の種類 手数料の額 

１～３７ ［略］ 

３８ 法第６８条の５の
３第２項の規定による
地区計画等の区域にお
ける建築物の各部分の
高さの特例の許可の申
請に対する審査 

 ［略］ 

３９ 法第６８条の５の
５第１項の規定による
地区計画等の区域にお
ける建築物の容積率に
関する特例又は同条第
２項の規定による地区
計画等の区域における
建築物の各部分の高さ
に関する制限の適用除
外に係る認定の申請に
対する審査 

 ［略］ 

４０ 法第６８条の５の
６の規定による地区計
画等の区域における建 

 ［略］ 

事務の種類 手数料の額 

１～３７ ［略］ 

３８ 法第６８条の５の
２第２項の規定による
地区計画等の区域にお
ける建築物の各部分の
高さの特例の許可の申
請に対する審査 

 ［略］ 

３９ 法第６８条の５の
４第１項の規定による
地区計画等の区域にお
ける建築物の容積率に
関する特例又は同条第
２項の規定による地区
計画等の区域における
建築物の各部分の高さ
に関する制限の適用除
外に係る認定の申請に
対する審査 

 ［略］ 

４０ 法第６８条の５の
５の規定による地区計
画等の区域における建 

 ［略］ 



 

 

築物の建ぺい率の特例
の認定の申請に対する
審査 

 

４１～５１の４ ［略］ 

５２ 租税特別措置法（
昭和３２年法律第２６
号）第２８条の４第３
項第５号イ、第３１条 
の２第２項第１４号ハ、
第６２条の３第４項第
１４号ハ、第６３条第
３項第５号イ又は第６
８条の６９第３項第５
号イの規定による優良
宅地造成認定の申請に
対する審査 
 ～  ［略］ 

 ［略］ 

５３ ［略］ 

５４ 租税特別措置法第
２８条の４第３項第６
号若しくは第７号ロ、
第３１条の２第２項第
１５号ニ、第６２条の
３第４項第１５号ニ、
第６３条第３項第６号
若しくは第７号ロ又は
第６８条の６９第３項
第６号若しくは第７号
ロの規定による優良住
宅新築認定の申請に対
する審査 

 ［略］ 

 ～  ［略］  

５５～６０ ［略］ 

６１ 長期優良住宅の普
及の促進に関する法律
（平成２０年法律第８
７号。以下「長期優良
住宅法」という。）第
５条第１項から第３項
までの規定による長期
優良住宅建築等計画の
認定の申請に対する審
査（次項及び第６３項 
に規定するものを除く。 
） 
  一戸建てのもの 
  一戸建て以外のも  
の 

１戸につき次に
掲げる額を認定の
申請の住戸の数（
以下「申請戸数」
という。）で除し
て得た額（その額
に１００円未満の 
端数があるときは、
これを切り捨てた
額。次項から第６
５項までにおいて
同じ。） 
５７，０００円 

 
 

築物の建ぺい率の特例
の認定の申請に対する
審査 

 

４１～５１の４ ［略］ 

５２ 租税特別措置法（
昭和３２年法律第２６
号）第２８条の４第３
項第５号イ、第３１条 
の２第２項第１５号ハ、
第６２条の３第４項第
１５号ハ、第６３条第
３項第５号イ又は第６
８条の６９第３項第５
号イの規定による優良
宅地造成認定の申請に
対する審査 
 ～  ［略］ 

 ［略］ 

５３ ［略］ 

５４ 租税特別措置法第
２８条の４第３項第６
号若しくは第７号ロ、
第３１条の２第２項第
１６号ニ、第６２条の
３第４項第１６号ニ、
第６３条第３項第６号
若しくは第７号ロ又は
第６８条の６９第３項
第６号若しくは第７号
ロの規定による優良住
宅新築認定の申請に対
する審査 

 ［略］ 

 ～  ［略］  

５５～６０ ［略］  



 

 

ア 床面積の合計が
５００平方メート
ル以下のもの 

イ 床面積の合計が
５００平方メート
ルを超え１，００
０平方メートル以
下のもの 

ウ 床面積の合計が
１，０００平方メ
ートルを超え２，
５００平方メート
ル以下のもの 

エ 床面積の合計が
２，５００平方メ
ートルを超え５，
０００平方メート
ル以下のもの 

オ 床面積の合計が
５，０００平方メ
ートルを超え１０ 
，０００平方メー
トル以下のもの 

カ 床面積の合計が
１０，０００平方
メートルを超え２
０，０００平方メ
ートル以下のもの 

キ 床面積の合計が
２０，０００平方
メートルを超え３
０，０００平方メ
ートル以下のもの 

ク 床面積の合計が
３０，０００平方
メートルを超える
もの 

１２７，０００円 
 
 
２００，０００円 
 
 
 
 
３８９，０００円 
 
 
 
 
６９２，０００円 
 
 
 
 
１，１８５，００ 

０円 
 
 
 
２，１８７，００ 

０円 
 
 
 
３，１２３，００ 

０円 
 
 
 
３，８２４，００ 

０円 
 

６２ 長期優良住宅法第
５条第１項から第３項
までの規定による長期
優良住宅建築等計画の
認定の申請に対する審
査で、住宅の品質確保
の促進等に関する法律
（平成１１年法律第８
１号）第５条第１項に
規定する登録住宅性能
評価機関により長期優
良住宅法第６条第１項
各号に掲げる基準に適 

１戸につき次に
掲げる額を申請戸
数で除して得た額 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

合すると認められてい
るもの（次項に規定す
るものを除く。） 
  一戸建てのもの 
  一戸建て以外のも
の 
 ア 床面積の合計が
５００平方メート
ル以下のもの 

イ 床面積の合計が
５００平方メート
ルを超え１，００
０平方メートル以
下のもの 

ウ 床面積の合計が
１，０００平方メ
ートルを超え２，
５００平方メート
ル以下のもの 

エ 床面積の合計が
２，５００平方メ
ートルを超え５，
０００平方メート
ル以下のもの 

オ 床面積の合計が
５，０００平方メ
ートルを超え１０ 
，０００平方メー
トル以下のもの 

カ 床面積の合計が
１０，０００平方
メートルを超え２
０，０００平方メ
ートル以下のもの 

キ 床面積の合計が
２０，０００平方
メートルを超え３
０，０００平方メ
ートル以下のもの 

ク 床面積の合計が
３０，０００平方
メートルを超える
もの 

 
 
 
６，０００円 

 
 
１３，０００円 

 
 
２４，０００円 

 
 
 
 
３５，０００円 

 
 
 
 
６５，０００円 

 
 
 
 
１１２，０００円 
 
 
 
 
１８５，０００円 
 
 
 
 
２２８，０００円 
 
 
 
 
２４３，０００円 
 
 
 

６３ 長期優良住宅法第
５条第１項から第３項
までの規定による長期
優良住宅建築等計画の
認定の申請に対する審
査で、長期優良住宅法
第６条第２項の規定に 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

よる申出のあるもの 
  次号及び第３号に
掲げるもの以外のも
の 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  法第８７条の２に
規定する建築設備を
含むもの（次号に該
当するものを除く。
） 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  構造計算適合性判
定を行うもの 

 

 
１戸につき次の

ア及びイに掲げる
額の合計額を申請
戸数で除して得た
額 
ア 第６１項各
号又は前項各
号に掲げる区
分に応じ、そ
れぞれ当該各
号に定める額
（一戸建て以
外のものにあ
っては、申請
戸数で除す前
の額） 
イ 第１項各号
に掲げる床面
積の区分に応
じて当該手数
料の額の欄に
定める額に相
当する額 
１戸につき次の

アからウまでに掲
げる額の合計額を
申請戸数で除して
得た額 
ア 前号アに定
める額 
イ 前号イに定
める額 
ウ 第３項各号
に掲げる建築
設備の区分に
応じて当該手
数料の額の欄
に定める額に
相当する額 
１戸につき次の

アからエまでに掲
げる額の合計額を
申請戸数で除して
得た額 
ア 第１号アに
定める額 
イ 第１号イに
定める額 
ウ 第１項の２ 



 

 

 右欄の表中床
面積の区分に
応じて当該手
数料の額の欄
に定める額に
相当する額か
ら３，０００
円を控除した
額に１００分
の１０５を乗
じて得た額に
３，０００円
を加算した額 
エ 法第８７条
の２に規定す
る建築設備を
含むものにあ
っては、前号
ウに定める額 

６４ 長期優良住宅法第
８条第１項の規定によ
る長期優良住宅建築等
計画の変更の認定の申
請に対する審査（次項 
に規定するものを除く。 

 ） 

１戸につき第６
１項各号又は第６
２項各号に掲げる
区分に応じ、それ
ぞれ当該各号に定
める額の２分の１
に相当する額を申
請戸数で除して得
た額 

６５ 長期優良住宅法第
８条第１項の規定によ
る長期優良住宅建築等
計画の変更の認定の申
請に対する審査で、同
条第２項で準用する長
期優良住宅法第６条第
２項の規定による申出
のあるもの 
  次号及び第３号に
掲げるもの以外のも
の 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
１戸につき次の

ア及びイに掲げる
額の合計額を申請
戸数で除して得た
額 
ア 第６３項第
１号アに定め
る額に２分の
１を乗じて得
た額 
イ 第６３項第
１号イに定め
る額 



 

 

  法第８７条の２に
規定する建築設備を
含むもの（次号に該
当するものを除く。  
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  構造計算適合性判
定を行うもの 

１戸につき次の
アからウまでに掲
げる額の合計額を
申請戸数で除して
得た額 
ア 前号アに定
める額 
イ 前号イに定
める額 
ウ 第３項各号
に掲げる建築
設備の区分に
応じて当該手
数料の額の欄
に定める額に
相当する額 
１戸につき次の

アからエまでに掲
げる額の合計額を
申請戸数で除して
得た額 
ア 第１号アに
定める額 
イ 第１号イに
定める額 
ウ 第６３項第
３号ウに定め
る額 
エ 法第８７条
の２に規定す
る建築設備を
含むものにあ
っては、前号
ウに定める額 

６６ 長期優良住宅法第
９条第１項の規定によ
る譲受人を決定した場
合における長期優良住
宅建築等計画の変更の
認定の申請に対する審
査 

１戸につき ２， 
２００円 

６７ 長期優良住宅法第
１０条の規定による長
期優良住宅建築等計画
の認定の地位の承継の
申請に対する審査 

１戸につき ２，
２００円 

 
備考 備考 
１～３ ［略］ １～３ ［略］ 
４ 第６１項及び第６２項において「床面積の  



 

 

合計」とは、長期優良住宅法第５条第１項か
ら第３項までの規定による認定及び変更の認
定の申請に係る住戸が属する１の建築物の延
べ面積（建築基準法施行令第２条第１項第４ 
号の規定により算出された延べ面積）をいう。

  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後のさいたま市建築等関係事務手数料条例別表第６１項から

第６７項までの規定は、この条例の施行の日以後に申請のあった事務に係る手数料

について適用する。 


